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久喜市教育委員会公告式規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

(公布) (公布) 

第2条 略 第2条 略 

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員

会名を記入して教育長が署名    するものとする。 

2 規則を公布するときは、番号、年月日、公布の旨の前文及び教育委員

会名を記入して教育長が署名押印するものとする。 

3 規則の公布は、久喜市公告式条例(平成22年久喜市条例第5号)第2条第2

項の規定の例により行うものとする。 

3 規則の公布は、久喜市役所掲示場に掲示してこれを行う。 

(公表) (公表) 

第3条 規則を除くほか、規程等を公表しようとするときは、番号、年月

日、公表の旨の前文、教育委員会名及び教育長名を記入しなければなら

ない                。 

第3条 規則を除くほか、規程等を公表しようとするときは、番号、年月

日、公表の旨の前文、教育委員会名及び教育長名を記入して教育長印を

押さなければならない。 

2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規程等について準用する。この

場合において、久喜市公告式条例第2条第2項ただし書の規定を準用して

久喜市役所に設置する掲示場に掲示するときは、教育長印を押さなけれ

ばならない。 

2 前条第1項及び第3項の規定は、前項の規程等にこれを準用する。     
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久喜市出席停止の命令の手続に関する規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

  

-
 2

 -



  

-
 3

 -



久喜市立幼稚園預かり保育に関する規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

 

 

 

 

-
 4

 -



  

-
 5

 -



久喜市入学準備金・奨学金貸付条例施行規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

  

-
 6

 -



久喜市栗橋いきいき活動センターしずか館条例施行規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

  

-
 7

 -



久喜市教育集会所条例施行規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

  

-
 8

 -



久喜市立小学校、中学校及び義務教育学校教室の開放に関する規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

  

-
 9

 -



  

-
 1

0
 -



 
 

-
 1

1
 -



久喜市教育委員会子ども・子育て支援法施行細則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

  

-
 1

2
 -



 

 

 

 

 

-
 1

3
 -



 

 

 

-
 1

4
 -



  

-
 1

5
 -



久喜市特別支援教育就学奨励費支給規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

  

-
 1

6
 -



  

-
 1

7
 -



久喜市教育支援センターに関する規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

  

-
 1

8
 -



 
 

-
 1

9
 -



久喜市立郷土資料館条例施行規則の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する規則（案） 現行規則（旧） 

(休館日) (休館日) 

第2条 略 第2条 略 

2 教育長は、特に必要があると認めた場合は                    、前

項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができ

る。 

2 館長  は、特に必要があると認めた場合は、教育長の承認を得て、前

項に規定する休館日を変更し、又は臨時に休館日を設けることができ

る。 

(入館料の免除) (入館料の免除) 

第5条 第5条 館長は、条例第6条第2項に掲げるもののほか、次の各号のいずれ

かに該当する者について、入館料を免除することができる。 

(1) 義務教育就学前の者 

(2) 市内に居住する65歳以上の者 

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に規定する障がい者 

(4) 市又は教育委員会が主催する事業に参加して入館する者 

(5) 国、地方公共団体又はこれらの附属機関の業務として入館する者 

(6) その他館長が特に必要と認める者 

条例第6条第2項に規定する入館料の免除を受けようとする者は、あらか

じめ入館料免除申請書(様式第1号)を市長に提出し、入館料免除承認書(様

式第2号)の交付を受けなければならない。 

2 入館料の免除                        を受けようとする者は、あら

かじめ入館料免除申請書(様式第1号)を館長に提出し、入館料免除承認

書(様式第2号)の交付を受けなければならない。 

(損害賠償) (損害賠償) 

第9条 入館者及び資料館外貸出しを受けた者は、自己の責めに帰すべき

理由により、資料館の施設、設備及び資料を損傷し、又は滅失したとき

第9条 入館者及び資料館外貸出しを受けた者は、自己の責めに帰すべき

理由により、資料館の施設、設備及び資料を損傷し、又は滅失したとき

-
 2

0
 -



は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、

市長  がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を

免除することができる。 

は、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。ただし、

教育長がやむを得ない理由があると認めるときは、その全部又は一部を

免除することができる。 

(資料の寄贈及び寄託) (資料の寄贈及び寄託) 

第11条 略 第11条 略 

2 資料館に資料を寄贈しようとする者は資料寄贈申込書(様式第7号)に

より、資料を寄託しようとする者は資料寄託申込書(様式第8号)により、

市長に申し込むものとする。 

2 資料館に資料を寄贈しようとする者は資料寄贈申込書(様式第7号)に

より、資料を寄託しようとする者は資料寄託申込書(様式第8号)により、

館長に申し込むものとする。 

3 市長は、資料館に資料を寄贈した者に対しては資料受領証(様式第9号)

を、資料を寄託したものに対しては資料受託証(様式第10号)を交付する

ものとする。 

3 館長は、資料館に資料を寄贈した者に対しては資料受領証(様式第9号)

を、資料を寄託したものに対しては資料受託証(様式第10号)を交付する

ものとする。 

4～6 略 4～6 略 

 (館長の専決事項) 

第14条 館長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、重要

又は異例に属するものについては、上司の決裁を受けなければならな

い。 

(1) 職員の事務分担に関すること。 

(2) 所管に係る報告書、届出書、申請書等で定例又は軽易なものの受

理及び経由進達に関すること。 

(3) 所管に係る定例又は軽易なものの申請、照会、回答、調査、報告

及び通知に関すること。 

(4) 所管事務に係る各種資料の作成及び提供に関すること。 

(5) 軽易な資料館事業の企画実施に関すること。 

-
 2

1
 -



(6) 研修会、研究会等への指導者の派遣に関すること。 

(7) 所管資料の閲覧及び特別利用に関すること。 

(8) 資料の寄贈及び寄託の受入れに関すること。 

(9) 資料の借用に関すること。 

(10) 入館料の免除に関すること。 

(11) 職員の事務引継に関すること。 

(12) 前各号に掲げるもののほか、軽易な事務に関すること。 

2 前項の規定により事務を専決したときは、必要に応じ、上司に報告し

なければならない。 

 (職務の代行) 

第15条 館長に事故があるとき、又は不在の場合は、教育長があらかじめ

指名した上席の職員が代行する。ただし、重要又は異例の事務について

は、上司の指示を受けなければならない。 

2 上席の職員は、代行した事項について、速やかに上司に報告しなけれ

ばならない。 

(その他) (その他) 

第14条 略 第16条 略 

-
 2

2
 -



  

-
 2

3
 -



  

-
 2

4
 -



  

-
 2

5
 -



  

-
 2

6
 -



  

-
 2

7
 -



  

-
 2

8
 -



  

-
 2

9
 -



  

-
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 -



久喜市教育委員会の後援及び共催に関する事務取扱要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する訓令（案） 現行訓令（旧） 

  

-
 3

1
 -



 

 

 

-
 3

2
 -



久喜市立小学校、中学校及び義務教育学校職員の自家用自動車の公務使用に関する取扱要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

 

 

-
 3

3
 -



 

 

-
 3

4
 -



久喜市障がい児通学費補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 3

5
 -



  

-
 3

6
 -



久喜市立小学校、中学校及び義務教育学校児童生徒大会参加費補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 3

7
 -



 

 

 

 

-
 3

8
 -



 

 

 

 

 

-
 3

9
 -



 

 

 

 

 

-
 4

0
 -



久喜市私立幼稚園児健康診断補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 4

1
 -



久喜市私立幼稚園施設整備費等補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
 4

2
 -



久喜市ボーイスカウト・ガールスカウト育成事業補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

 

 

 

-
 4

3
 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 -
 4

4
 -



久喜市子ども会育成連合会育成事業補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

 

 

 

 

 

 

-
 4

5
 -



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-
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 -



久喜市家庭教育学級事業補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 4

7
 -



  

-
 4

8
 -



久喜市ＰＴＡ連合会育成事業補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 4

9
 -



  

-
 5

0
 -



久喜市婦人会連合会育成事業補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 5

1
 -



  -
 5

2
 -



久喜市文化団体連合会育成事業補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 5

3
 -



  -
 5

4
 -



久喜市生涯学習出前講座実施要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 5

5
 -



  

-
 5

6
 -



久喜市指定文化財補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 5

7
 -



  

-
 5

8
 -



久喜市地区体育祭実行委員会補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 5

9
 -



  

-
 6

0
 -



  

-
 6

1
 -



久喜市教育研究会助成金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 6

2
 -



  

-
 6

3
 -



久喜市指定文化財維持等交付金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 6

4
 -



久喜市立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応実施要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

(目的) (目的) 

第1条 この告示は、埼玉県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平

成17年埼玉県教育委員会規則第29号。以下「規則」という。)第13条、

埼玉県市町村立学校職員の人事評価実施要領(以下「実施要領」という。)

10及び埼玉県市町村立学校会計年度任用職員の人事評価実施要領(以下

「会計年度要領」という。)12並びに人事評価結果の昇給及び勤勉手当

への活用に関する取扱要領(以下「取扱要領」という。)7の規定に基づ

いて、久喜市立学校職員の久喜市教育委員会教育長(以下「教育長」と

いう。)への苦情の申出及び相談についての対応に関し必要な事項を定

め、もって久喜市立学校職員の人事評価の公正性・公平性の確保に資す

ることを目的とする。 

第1条 この告示は、埼玉県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(  

                                  以下「規則」という。)第13条及

び埼玉県市町村立学校職員の人事評価実施要領(以下「実施要領」とい

う。)10                                                         

                           並びに人事評価結果の昇給及び勤勉手当

への活用に関する取扱要領(以下「取扱要領」という。)7の規定に基づ

いて、久喜市立学校職員の久喜市教育委員会教育長(以下「教育長」と

いう。)への苦情の申出及び相談についての対応に関し必要な事項を定

め、もって久喜市立学校職員の人事評価の公正性・公平性の確保に資す

ることを目的とする。 

(対象となる苦情) (対象となる苦情) 

第2条 略 第2条 略 

(1) 略 (1) 略 

ア・イ 略 ア・イ 略 

ウ 会計年度要領12に規定する評価結果に対する苦情  

(2) 略 (2) 略 

(組織) (組織) 

第3条 略 第3条 略 

-
 6

5
 -



2～4 略 2～4 略 

5 委員は、              教育部指導課(以下「指導課」という。)の主

幹又は教職員係長の職にある者をもって充てる。 

5 委員は、指導課長を除く教育部指導課(以下「指導課」という。)指導

主事            の職にある者をもって充てる。 

6 略 6 略 

(調査員) (調査員) 

第5条 略 第5条 略 

2 略 2 略 

3 略 3 略 

(1) 第2条第1号ア又はウの苦情の申出者及び苦情の対象となった校長

その他の関係者から事情を聴取し、事実の確認を行うとともに、審査

会への報告その他審査会からの指示事項を処理する。 

(1) 第2条第1号ア      の苦情の申出者及び苦情の対象となった校長

その他の関係者から事情を聴取し、事実の確認を行うとともに、審査

会への報告その他審査会からの指示事項を処理する。 

(2) 略 (2) 略 

(苦情の申出等) (苦情の申出等) 

第6条 申出者は、実施要領10第1号、取扱要領7及び会計年度要領12第1

号の規定に基づいて、学校名、職名、氏名及び苦情の内容(当該申出者

に係るものに限る。以下同じ。)を記載した文書(以下「苦情申出書」 

という。)を、前条第2項の規定により指定された調査員が指定した日 

に、自ら教育委員会に持参して提出するとともに、調査員からの求め 

に応じて、苦情の内容について説明しなければならない。 

第6条 申出者は、実施要領10第1号及び取扱要領7                     

  の規定に基づいて、学校名、職名、氏名及び苦情の内容(当該申出者

に係るものに限る。以下同じ。)を記載した文書(以下「苦情申出書」

という。)を、前条第2項の規定により指定された調査員が指定した日

に、自ら教育委員会に持参して提出するとともに、調査員からの求め

に応じて、苦情の内容について説明しなければならない。 

2 第2条第1号ア又はウの苦情の申出は、校長からの評価結果又は最終評

価結果に対する説明(再説明を含む。)を経た後に、教育長が定める苦情

の申出の期間(以下「苦情申出期間」という。)内に行うものとする。 

2 第2条第1号ア      の苦情の申出は、校長からの            最終評

価結果に対する説明(再説明を含む。)を経た後に、教育長が定める苦情

の申出の期間(以下「苦情申出期間」という。)内に行うものとする。 

-
 6

6
 -



3 略 3 略 

(報告及び対応の決定) (報告及び対応の決定) 

第8条 審査会は、第2条第1号ア又はウの苦情申出について、対象となっ

た評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びそ

の理由について、教育長に報告するものとする。 

第8条 審査会は、第2条第1号ア      の苦情申出について、対象となっ

た評価ごとに審査を行い、その結果を次により区分し、審査結果及びそ

の理由について、教育長に報告するものとする。 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

2・3 略 2・3 略 

(結果への対応) (結果への対応) 

第12条 教育長から第2条第1号ア又はウについて再評価の指導を受けた

校長は、教育長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を教

育長に提出し、その写しをもって、速やかに申出者に開示するものとす

る。 

第12条 教育長から第2条第1号ア      について再評価の指導を受けた

校長は、教育長が指定する日までに、申出者についての再評価結果を教

育長に提出し、その写しをもって、速やかに申出者に開示するものとす

る。 

2 略 2 略 

(苦情対応に係る文書等の保存) (苦情対応に係る文書等の保存) 

第13条 略 第13条 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 前条  に規定する再評価結果 (3) 前12条に規定する再評価結果 

(相談員) (相談員) 

第14条 第2条第2号の苦情相談に対応するため  、相談員を置く。 第14条 第2条第2号の苦情相談に対応するために、相談員を置く。 

2 略 2 略 

3 相談員は、            苦情の相談をする職員(以下「相談者」という。)

からの苦情に対し直接相談に応じ、必要に応じて事実関係の聴取、人事

3 相談員は、第2条第2号の苦情の相談をする職員(以下「相談者」という。)

からの苦情に対し直接相談に応じ、必要に応じて事実関係の聴取、人事

-
 6

7
 -



評価制度についての説明等を行う。 評価制度についての説明等を行う。 

4 相談員は、相談者            の意向を確認した上で、必要に応じて

当該相談者の評価者にその内容を伝え、適切な解決策の提案を行う。 

4 相談員は、苦情を相談した職員の意向を確認した上で、必要に応じて

当該相談者の評価者にその内容を伝え、適切な解決策の提案を行う。 

(苦情の相談) (苦情の相談) 

第15条 相談者は、実施要領10第2号及び会計年度要領12第2号の規定に基

づいて、別に定める苦情の相談の期間に学校名、職名、氏名を明らかに

した上で、電話により相談を行うものとする。 

第15条 相談者は、実施要領10第2号                       の規定に基

づいて、別に定める苦情の相談の期間に学校名、職名、氏名を明らかに

した上で、電話により相談を行うものとする。 

-
 6

8
 -



  

-
 6

9
 -



  

-
 7

0
 -



  

-
 7

1
 -



  

-
 7

2
 -



久喜市立学校職員の人事評価及び評価区分に関する苦情対応要領の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

(苦情の申出及び相談の手続等) (苦情の申出及び相談の手続等) 

第2条 埼玉県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(平成17年埼玉

県教育委員会規則第29号。以下「規則」という。)第13条に規定する最

終評価結果又は埼玉県市町村立学校会計年度任用職員の人事評価実施

要領(以下「会計年度要領」という。)12第1号に規定する評価結果に対

する苦情の申出(以下「最終評価結果又は評価結果に対する苦情の申出」

という。)については、次の各号に掲げる手続により処理するものとす

る。 

第2条 埼玉県市町村立学校職員の人事評価に関する規則(             

                        以下「規則」という。)第13条に規定する最

終評価結果                                                    

                                                          に対

する苦情の申出(以下「最終評価結果に対する苦情の申出」          

という。)については、次の各号に掲げる手続により処理するものとす

る。 

(1) 最終評価結果又は評価結果に対する苦情の申出は、次の手続を経

た後に行うものとする。 

(1) 苦情の申出                                は、次の手続を経

た後に行うものとする。 

ア 職員は、開示された最終評価結果又は評価結果に疑問等がある場

合は、当該評価結果の再説明を校長に求めるものとする。 

ア 職員は、開示された最終評価結果            に疑問等がある場

合は、当該評価結果の再説明を校長に求めるものとする。 

イ 再説明を求められた校長は、最終評価結果又は評価結果について

当該職員に再説明を行うものとする。 

イ 再説明を求められた校長は、最終評価結果            について

当該職員に再説明を行うものとする。 

ウ・エ 略 ウ・エ 略 

(2) 最終評価結果又は評価結果に対する苦情の申出をする職員(以下

「申出者」という。)は、苦情申出書の提出日に、苦情の内容につい

て調査員に説明するものとする。 

(2) 苦情の申出                                をする職員(以下

「申出者」という。)は、苦情申出書の提出日に、苦情の内容につい

て調査員に説明するものとする。 

(3) 最終評価結果又は評価結果に対する苦情の申出の調査員への連絡

の際、申出者から学校職員を同席させたいとの申出があった場合に

(3) 苦情の申出                                の調査員への連絡

の際、申出者から学校職員を同席させたいとの申出があった場合に

-
 7

3
 -



は、1名に限り同席を認める。ただし、同席する職員の服務について

は職務に専念する義務を免除することはできない。 

は、1名に限り同席を認める。ただし、同席する職員の服務について

は職務に専念する義務を免除することはできない。 

(4) 最終評価結果又は評価結果に対する苦情の申出についての対応業

務    は、実施要綱第11条に定める通知                をもって終

了とする。 

(4) 最終評価結果            に対する苦情の申出についての苦情対

応業務は、実施要綱第11条に定める苦情の対応決定通知書をもって終

了とする。 

2 略 2 略 

(1)・(2) 略 (1)・(2) 略 

(3) 最終評価結果又は評価結果に対する苦情の申出の調査員への連絡

の際、申出者から学校職員を同席させたいとの申出があった場合に

は、1名に限り同席を認める。ただし、同席する職員の服務について

は、職務に専念する義務を免除することはできない。 

(3) 苦情の申出                                の調査員への連絡

の際、申出者から学校職員を同席させたいとの申出があった場合に

は、1名に限り同席を認める。ただし、同席する職員の服務について

は、職務に専念する義務を免除することはできない。 

(4) 評価区分の結果に対する苦情の申出についての対応業務    は、

実施要綱第11条に定める通知                をもって終了とする。 

(4) 評価区分の結果に対する苦情の申出についての苦情対応業務は、

実施要綱第11条に定める苦情の対応決定通知書をもって終了とする。 

3 埼玉県市町村立学校職員の人事評価実施要領10及び会計年度要領第12

第2号に規定する人事評価制度の運用に対する苦情の相談(以下「人事評

価制度の運用に対する苦情の相談」という。)については、次の各号に

掲げる手続により処理するものとする。 

3 埼玉県市町村立学校職員の人事評価実施要領10                    

     に規定する人事評価制度の運用に対する苦情の相談(以下「人事評

価制度の運用に対する苦情の相談」という。)については、次の各号に

掲げる手続により処理するものとする。 

(1)～(3) 略 (1)～(3) 略 

(調査員による調査等) (調査員による調査等) 

第4条 略 第4条 略 

2 調査員は、規則第13条に規定する苦情については、苦情の対象となっ

た校長その他の関係者から事情を聴取するものとする。 

2 調査員は、規則第12条に規定する苦情については、苦情の対象となっ

た校長その他の関係者から事情を聴取するものとする。 

-
 7

4
 -



3 調査員は、事情聴取した内容について報告書(最終評価結果又は評価結

果に対する苦情の申出については評価結果に対する苦情申出調査報告

書(様式第4号)、評価区分の結果に対する苦情の申出については評価区

分に対する苦情申出調査報告書(様式第5号))を作成し、これに苦情申出

書その他の資料を添付して教職員評価苦情審査会委員長に提出するも

のとする。 

3 調査員は、事情聴取した内容について報告書(最終評価結果          

  に対する苦情の申出については評価結果に対する苦情申出調査報告

書(様式第4号)、評価区分の結果に対する苦情の申出については評価区

分に対する苦情申出調査報告書(様式第5号))を作成し、これに苦情申出

書その他の資料を添付して教職員評価苦情審査会委員長に提出するも

のとする。 

4 調査員は、実施要綱第8条の手続を行った後、実施要綱第11条に規定す

る通知書により              申出者及び校長に通知するものとする。 

4 調査員は、実施要綱第8条の手続を行った後、実施要綱第11条に定める

苦情の対応決定通知書をもって申出者及び校長に連絡するものとする。 

(留意事項等) (留意事項等) 

第5条 最終評価結果又は評価結果に対する苦情の申出の内容は、職員と

の面接により聴取し、電話等では行わないものとする。 

第5条 最終評価結果            に対する苦情の申出の内容は、職員と

の面接により聴取し、電話等では行わないものとする。 

2 規則第7条第4項に規定する評価書に記載された最終評価結果に係る所

見・特記事項のみの苦情は、対象としない。 

2 最終評価結果                                          に係る所

見・特記事項のみの苦情は、対象としない。 

3 会計年度要領7第1号に規定する評価書に記載された評価結果に係る特

記事項のみの苦情は、対象としない。 

 

4 略 3 略 

5 略 4 略 

 

-
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久喜市立図書館雑誌スポンサー事業実施要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 7

6
 -



久喜市教育委員会実費徴収に係る補足給付事業費補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

  

-
 7

7
 -



 

 

 

 

 

 

 

 

-
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8
 -



 

 

 

-
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 -



  

-
 8

0
 -



久喜市英語検定受験料補助金交付要綱の一部改正に伴う新旧対照表 

一部を改正する告示（案） 現行告示（旧） 

(補助金の額) (補助金の額) 

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし英語検定を受験した生徒1

人当たり、4,900円を上限とする。 

第4条 補助金の額は、補助対象経費の全額とし英語検定を受験した生徒1

人当たり、5,000円を上限とする。 

2 略 2 略 

-
 8

1
 -



  

-
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 -



  

-
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